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１【提出理由】

当社は、平成27年６月26日の第78回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24

条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出す

るものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年６月26日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

①配当財産の種類

　金銭とする

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

　当社普通株式１株につき金６円

　総額91,844,964円　

③剰余金の配当が効力を生じる日

　平成27年６月29日

第２号議案 定款一部変更の件

①　インターネットの普及に鑑み、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をインターネットで

開示することにより、みなし提供できるようにするために、定款第15条にWEB開示に関する規定を新設す

る。

②　取締役会の機動的な運営を図るとともに、取締役の積極的かつ迅速な意思決定・業務執行を実施するため

に、定款第28条に取締役会の書面決議を可能とする規定を新設する。

③　取締役および監査役が期待された役割を十分に発揮することができるよう、また社内外を問わず広く適任

者を得られるようにするため、定款第30条および第39条に、取締役会決議によって取締役および監査役の責

任を法令の範囲内で一部免除できる旨の規定と、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および監

査役との責任限定契約の締結を可能とするための規定を新設する。

④　上記規定の新設に伴い、条数の繰り下げを行う。

第３号議案 取締役８名選任の件

　取締役として、福田晴明、柳井俊一郎、平野哲男、吉田精一、飯見　勉、大山　亨、福田英範、古川　肇を

選任する。

第４号議案 監査役１名選任の件

　監査役として、米林和吉を選任する。

第５号議案 退任取締役および退任監査役に退職慰労金贈呈の件

　任期満了により退任する取締役福田吉弘、同石井　修、監査役石川裕通に対し、在任中の労に報いるため退

職慰労金を、当社所定の基準に基づき、相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的な金額、時期および

方法は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

ならびに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果および
賛成比率(注)４

第１号議案
剰余金処分の件

11,282 2 0 (注)１ 可決 99.9%

第２号議案
定款一部変更の件

11,282 2 0 (注)３ 可決 99.9%

第３号議案
取締役８名選任の件

   

(注)２

  

 
福田晴明
柳井俊一郎
平野哲男
吉田精一
飯見　勉
大山　亨
福田英範
古川　肇
 

11,274
11,274
11,258
11,274
11,274
11,274
11,274
11,274

10
10
26
10
10
10
10
10

0
0
0
0
0
0
0
0

可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決

99.9%
99.9%
99.7%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%
99.9%

第４号議案
監査役１名選任の件

11,282 2 0 (注)２ 可決 99.9%

第５号議案
退任取締役および退
任監査役に退職慰労
金贈呈の件

11,276 8 0 (注)１ 可決 99.9%

 

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数によります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成によります。

４．賛成比率は出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）に対する割合です。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数の集計

により、各決議事項が可決されるための要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主

のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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